
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要 求 項 目 

Ｎｏ．２１１ 

発 行 ２ ０ ２ ４ ． ２ ． ２ ８ 

東日本旅客鉄道労働組合 

ｽﾃｰｼｮﾝｻｰﾋ ﾞｽ協 議 会 

 
ステーションサービス 

LINE
 

この情報への質問や意見、２４春闘に向け

て生活実態や労働実態を教えてください！ 
JR東労組お問い合わせフォームはこちら！ 

 

 

 

申１号 

１．「ＪＥＳＳビジョン２０２３－ＭＯＶＥ―」の成果と到達点ならびに課題を明確にし、今後の経

営戦略を明らかにすること。 
 
２．勤務変更や休日出勤で対応せざるを得ない職場が増加している現状がある中、日勤の配

置を行うなど駅の特情を鑑みた要員を確保すること。 
 
３．エルダー社員が退職し、プロパー社員の割合が増加する中において、技術継承やＯＪＴ等

が行える環境を整えるとともに適正な要員配置を行うこと。 
 
４．異なる支店への異動時において、個人貸与されているタブレット端末を継続して使用で

きるようにすること。また、組合員・社員に貸与する時には初期化したタブレット端末を貸

与すること。 
 
５．マイチャレンジや MOVEr's 等の委員会活動や企画業務等を行う場合は、管理者が組合

員・社員の時間外労働や超過勤務の実績把握を行い、適正に指導すること。また、休憩時

間や休日等に行う際には、労働時間管理を厳正にすること。 
 
６．「命を守るため」にＪＲ本体の訓練施設や現場設備を使用して、運行関連の教育・訓練を行

い、十分な技術継承や安全意識の向上に取り組むこと。 
 
７．女性社員の活躍する場の拡大に向けて、安全・安心して利用できる設備を各駅に整備す

ること。 
 
８．各駅における寝室や休養室等の清掃時間については、労働時間として取り扱うこと。 

12月 6日に開催した「第 11回定期総会」で

出された発言を基に本日申し入れをしました。 

「安全・健康・ゆとり」ある労働条件・環境をめ

ざして、会社と議論していきます。 

http://www.jreu.or.jp/?page_id=4128

